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る
条
例 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
、

第
二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
す
る

基
準
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

 

（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

第
三
条 

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 

一 

主
と
し
て
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
職
業
訓
練

 

二 

普
通
職
業
訓
練
で
短
期
間
の
訓
練
課
程
（
以
下
「
短
期
課
程
」
と
い
う
。
）
に
準
ず
る
職
業
訓
練

 

三 

教
科
の
全
て
の
科
目
に
つ
い
て
簡
易
な
設
備
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練

 

（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
で
行
う
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

第
四
条 

法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
職
業
を
転
換
し
よ
う
と
す
る
労
働

者
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
特
に
援
助
を
必
要
と
す
る
者
に
対
す
る
迅
速
か
つ
効

果
的
な
職
業
訓
練
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
五
条 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
業
訓
練
の
訓
練
課
程

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一 

普
通
課
程
（
普
通
職
業
訓
練
で
長
期
間
の
訓
練
課
程
を
い
う
。
） 

訓
練
の
対
象
者
、
教
科
、
訓

練
の
実
施
方
法
、
訓
練
期
間
、
訓
練
時
間
、
設
備
、
訓
練
生
（
訓
練
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
数
、
職
業
訓
練
指
導
員
及
び
試
験

 

二 

短
期
課
程 

訓
練
の
対
象
者
、
教
科
、
訓
練
の
実
施
方
法
、
訓
練
期
間
、
訓
練
時
間
及
び
設
備

 

三 

専
門
課
程
（
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
長
期
間
の
訓
練
課
程
を
い
う
。
） 

訓
練
の
対



象
者
、
教
科
、
訓
練
期
間
、
訓
練
時
間
、
設
備
、
訓
練
生
の
数
、
職
業
訓
練
指
導
員
及
び
試
験

 

四 
専
門
短
期
課
程
（
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
短
期
間
の
訓
練
課
程
を
い
う
。
） 

訓
練

の
対
象
者
、
教
科
、
訓
練
の
実
施
方
法
、
訓
練
期
間
、
訓
練
時
間
及
び
設
備

 

（
無
料
と
す
る
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
六
条 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る

求
職
者
及
び
新
た
な
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
求
職
者
に
対
し
て
行
う
短
期
課
程
（
職
業
に
必
要
な
相
当

程
度
の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
職
業
訓
練
と
す
る
。

 

（
普
通
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
の
基
準
）

第
七
条 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事

の
免
許
を
受
け
た
者
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
と
す
る
。 

 

（
高
度
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
の
基
準
） 

第
八
条 

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者

と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
相
当
程
度
の
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
者
で
、
規
則
で
定

め
る
者
と
す
る
。 

 

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
九
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め

る
。

 
 

 

附 

則

 

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
で
あ

る
者
は
、
第
八
条
の
条
例
で
定
め
る
者
と
み
な
す
。


